
○宮崎大学大学院地域資源創成学研究科規程 

 

令和２年４月１日 

制      定 

改正 令和２年 12月 15日 令和３年５月 24日 

令和３年７月 28日  令和５年１月 18日 

 （趣旨） 

第１条 宮崎大学大学院地域資源創成学研究科（以下「研究科」という。）に関する事項は、宮崎

大学学務規則（以下「学務規則」という。）に定めるもののほか、この規程の定めるところによ

る。 

 

 （目的） 

第２条 研究科は、地域に賦存する多様な地域資源の利活用から新しい創造的価値の創出を行い、

今後の社会経済環境の変化に対応できる強靭で持続可能な地域社会の形成を推進・実現するた

めの高度な専門性を確保した人材を養成することを目的とする。 

 

 （教育組織） 

第３条 研究科に、教育組織として、次の専攻を置く。 

 修士課程 

   地域資源創成学専攻 

 

 （入学者の選考） 

第４条 入学志願者は、指定の期日までに、入学願書に所定の書類及び検定料を添えて学長に提

出しなければならない。 

 

第５条 入学志願者の選考は、志願する専攻を修めるために必要な学力及び能力について行う。 

２ 前項の選考の方法及び時期は、研究科委員会が定める。 

 

 （入学手続） 

第６条 合格者は、指定の期日までに、所定の書類に入学料を添えて入学手続をしなければなら

ない。 

 

 （授業科目及び単位数） 

第７条 授業科目及び単位数は、別に定める。 

 

 （指導教員） 

第８条 学生の授業科目の履修、研究及び学位論文指導は、学生ごとに置く主指導教員１名及び

副指導教員２名（以下「履修指導グループ」という。）により行うものとする。 

２ 主指導教員は、研究指導を担当する資格を有する教授、准教授、講師又は助教とし、学生の

入学時に決定する。 

３ 副指導教員は、研究指導又は研究指導の補助を担当する資格を有する教授、准教授、講師又

は助教とする。 

４ 副指導教員は、主指導教員が当該学生と協議のうえ選定し、研究科委員会が決定する。 



 

 （履修科目及び研究指導計画に係る手続） 

第９条 主指導教員は、学生が入学するときに提出する研究テーマ及び計画の達成に向け計画的

な履修科目の修得になるよう指導を行う。 

２ 主指導教員は、学年初めに学生と協議のうえ、履修科目及び研究指導にかかる計画等を明記

した研究指導計画書を研究科長に届け出るものとする。 

 

 （履修方法） 

第１０条 学生は、当該専攻に係る授業科目について、30 単位以上を修得しなければならない。 

２ 学生は、指導教員が教育上必要があると認めるときは、本学の他の研究科の授業科目を履修

し、かつ、必要な研究を行うことができる。ただし、当該研究指導を受ける期間は１年を越え

ないものとする。 

３ 学生は、指導教員が教育上必要があると認めるときは、他大学の大学院（外国の大学院を含

む。）の授業科目を履修し、又は他大学の大学院・研究所等（外国の大学院又は研究所等を含む。）

において必要な研究を行うことができる。ただし、当該研究指導を受ける期間は１年を越えな

いものとする。 

４ 第２項及び第３項の規定により修得した単位は、研究科委員会の議を経て 10単位までを修了

要件の単位に算入することができる。 

５ 前項のほか、入学前に大学院（外国の大学院を含む。）で修得した単位は、研究科委員会の議

を経て 10単位まで修了要件の単位に算入することができる。 

 

 （教育方法の特例） 

第１１条 教育上特別の必要があると認められる場合には、夜間その他特定の時間又は時期にお

いて、授業又は研究指導を行う等の適当な方法により教育を行うことができる。 

 

 （試験） 

第１２条 試験は、毎学期末において授業担当教員が行う。ただし、特別な事情のある場合には、

学期の途中において行うことができる。なお、授業担当教員に退職又は事故あるときは、研究

科委員会が指名した他の教員が行う。 

 

 （単位認定） 

第１３条 単位認定は、試験又は研究報告等により、授業担当教員が行う。 

２ 第 10 条第４項及び第５項により修得した単位を本研究科において修得したものとみなす場

合の認定は、研究科委員会が行う。 

３ 転入学前及び再入学前に大学院で履修した科目単位数及び在学年数は、研究科委員会の議を

経て算入することがある。 

４ 履修科目の成績は、それぞれ 100 点満点で 60 点以上を合格とし、所定の単位を与え、60 点

未満を不合格とし、単位を与えない。 

５ 成績は、秀・優・良・可・不可の評語を用いて表し、それぞれの成績評価基準及び対応する評

点について、各教員が定める科目の到達目標に従って次のように定める。 

  秀 ：評点 90点以上（到達目標を特に優秀な水準で達成している。） 

  優 ：評点 89～80点（到達目標を優秀な水準で達成している。） 

  良 ：評点 79～70点（到達目標を良好に達成している。） 



  可 ：評点 69～60点（到達目標の必要最低限は達成している。） 

  不可：評点 60点未満（到達目標の必要最低限を達成していない。） 

６ 成績評価を受ける資格を有する者で定期試験等を受験しなかった者は、不合格の取り扱いと

する。 

 

 （成績評価に関する申立て） 

第１４条 成績評価を受けた者で成績評価に異議がある場合には、原則として、当該学期内に本

研究科教務・学生支援係を通じて副学部長（教務担当）に申立てをすることができる。 

 

 （学位論文の提出） 

第１５条 学位論文は、本研究科に１年以上在学した者で、かつ、所定の科目 30単位以上を修得

し、又は修得見込の者でなければ提出することができない。 

２ 学位の審査を受けようとする者は、指定した期日までに所定の審査を受け、所定の申請書類

とともに学位請求論文を研究科長に提出しなければならない。 

３ 研究科委員会が適当と認めるときは、特定の課題についての研究の成果の提出をもって学位

論文の提出に代えることができる。 

 

 （学位論文審査） 

第１６条 研究科委員会は、論文審査を付託されたときは、主指導教員１名及び副指導教員２名

を含む３名以上の教員からなる学位論文指導委員会により、論文の審査及び最終試験を行う。

なお、詳細については、別途定める。 

 

 （最終試験） 

第１７条 最終試験は、第 10条に定める履修方法により、所定の単位を修得し、学位論文を提出

した者について行う。なお、詳細については、別途定める。 

 

 （追審査・追試験） 

第１８条 研究科委員会が特に必要と認めた場合は、追審査及び追試験を行うことがある。 

２ 追審査及び追試験の実施は、研究科委員会において適宜定める。 

３ 追試験は、特別欠席の事由とともに定期試験終了後１週間以内に教務・学生支援係に届け出

るものとする。ただし、事由解消等により、当該期間以上の時間を要した場合はこの限りでは

ない。 

 

 （休学・退学・除籍・復学・再入学） 

第１９条 休学、退学、除籍、復学及び再入学については、宮崎大学学務規則の規定を準用する。 

 

 （科目等履修生） 

第２０条 科目等履修生としての入学資格は、学校教育法第 83条に定める大学を卒業した者又は

これと同等以上の学力があると認められた者とする。 

２ 科目等履修生として入学を志願する者は、履修期間及び履修科目等を記載した願書に履歴書、

身体検査書及び検定料を添え、学長に提出しなければならない。 

３ 前項の志願者については、研究科委員会において、学力及び能力を検査の上選考する。 

４ 科目等履修生として合格した者は、指定の期日までに入学料を納付し、入学手続きをしなけ



ればならない。 

５ 科目等履修生の在学期間は、６月又は１年とする。ただし、引き続き在学を願い出たときは、

在学期間の延長を許可することがある。 

６ 科目等履修生は、履修した科目について所定の試験を受けて単位を修得することができる。 

７ 研究科長は、科目等履修生が願い出るときは、単位修得証明書又は科目等履修生証明書を交

付する。 

８ 科目等履修生の受け入れについては、別途定める。 

 

 （特別聴講生） 

第２１条 学務規則第 88条に定める特別聴講生については、第 18条から前条までを準用する。 

 

 （研究生） 

第２２条 研究生としての入学資格は、学校教育法第 99条に定める大学院を修了した者又はこれ

と同等以上の学力があると認められた者とする。 

２ 研究生として入学を志願する者は、研究期間及び研究題目を記載した願書に履歴書、身体検

査書及び検定料を添え、学長に提出しなければならない。 

３ 前項の志願者については、研究科委員会において、学力及び能力を検査の上選考する。 

４ 研究生として合格した者は、指定の期日までに入学料を納付し、入学手続きをしなければな

らない。 

５ 在学期間は、６月又は１年とする。ただし、引き続き在学を願い出たときは、在学期間の延

長を許可することがある。 

 

 （外国人留学生） 

第２３条 外国人で研究科の学生、研究生として入学を志願する者については、前条までの規定

によるほか、宮崎大学外国人留学生規程により取り扱う。 

 

 

   附 則 

この規程は、令和２年４月１日から施行する。 

 

   附 則 

この規程は、令和２年 12月 15日から施行し、令和２年４月１日から適用する。 

 

   附 則 

この規程は、令和３年５月 24日から施行する。 

 

   附 則 

１ この規程は、令和３年７月 28日から施行する。 

２ この規程施行の日に現に在学している研究生については、改正後の第 22条第１項の規定にか

かわらず、なお従前の例による。 

 

   附 則 

この規程は、令和５年１月 18日から施行する。 


